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民生委員児童委員協議会の会長に南さん（北　栄）

　第 6回民生委員児童委員協議会で、役員改選

が行われました。

　新役員は右記の方々です。

⃝会　長　南　　哲広さん（北　栄）

⃝副会長（職務代理者）　柴田　豊喜さん（弥　生）

⃝副会長　大塚　良子さん（実　郷）

⃝監　事　越智　孝司さん（福　野）

　　　　　名和　久里さん（末広町）

民生委員児童委員を委嘱

　昨年 12 月 1 日の民生委員児童委員一斉改選に伴い、次の方々が新たに厚生労働大臣から委員とし

て委嘱されました。

　民生委員児童委員は、地域住民の相談・支援を主な役目とし、任期は 3 年です。各委員が地区を

分担（主任児童委員は全地区）して福祉の向上に努めていますので、気軽にご相談ください。

担当地区 氏名 担当地区 氏名

東幸町 1～ 4班 田中理恵子 日出町 樫原　啓子

東幸町 5～ 9班 永井　玲子 穂波・柏丘 河端　幸男

西幸町 関　　佳子 大谷・実郷・緑丘 大塚　良子

東町 小林　保子
協成・開盛・常盤

豊坂・清住
　　齋藤　　　

元町・旭町 越智　郁美 西富・北栄・駒里 南　　哲広

大町・仲町・栄町 竹村　愛子 日出・福野 越智　孝司

若富町 森谷津代子 弥生・高園 柴田　豊喜

若葉町 上野美智子 全地区（主任児童委員） 小池　鏡美

末広町 1・5 班 名和　久里 全地区（主任児童委員） 菅野あけみ

末広町 2～ 4班 川脇　弘美

▪問合せ　福祉保健課社会福祉係（☎ 47-5555　総合福祉センター 窓口 7番）

「天使のパンや」平岡店長のパンづくり

　大空町女満別の「天使のパンや　ブランジェ・アンジュ」店長である平岡氏を講師に招いた加工

講習会を農業交流センターで開催します。

　平岡店長が教えるひと味違ったパンづくりをぜひ体験してみませんか。

⃝と　き　2月 3日㈫ 10 時～ 14 時

⃝ところ　農業交流センター加工室

⃝種　類　豆パン、メロンパンなど

⃝参加費　1,000 円（当日徴収します）

⃝定　員　8人（先着順）

⃝申込み　電話予約のみ（1月 5日㈪～ 20 日㈫まで）

▪問合せ　農林商工課農政係（☎ 47-2116　役場 2階 窓口 13 番）

　免除の申請をされる方は、印鑑、障害者手帳を持参のうえ、福祉保健課社会福祉係までお越しく

ださい。なお、半額免除についてはオンラインでの手続きが可能な場合がありますので、NHK ホー

ムページをご確認ください。

全額免除対象要件 半額免除対象要件

身体障がい者

身体障害者手帳を持っている方の世帯

で、世帯全員が町民税非課税となってい

る世帯

世帯主が身体障害者手帳（1級または 2級）

を持っていて、NHK 放送受信の契約者と

なっている世帯

世帯主が視覚障がい、または聴覚障がいの

身体障害者手帳を持っていて、NHK 放送受

信の契約者となっている世帯

知的障がい者
療育手帳を持っている方の世帯で、世帯

全員が町民税非課税となっている世帯

世帯主が療育手帳（A判定）を持っていて、

NHK 放送受信の契約者となっている世帯

精神障がい者

精神障害者保健福祉手帳を持っている方

の世帯で、世帯全員が町民税非課税と

なっている世帯

世帯主が精神障害者保健福祉手帳（1 級）

を持っていて、NHK 放送受信の契約者と

なっている世帯

その他の方

⃝生活保護を受けている世帯

⃝�中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律

に規定する支援給付を受けている世帯

世帯主が戦傷病者手帳（障がい程度が特別

項症から第一款症）を持っていて、NHK 放

送受信の契約者となっている世帯

▪問合せ　福祉保健課社会福祉係（☎ 47-5555　総合福祉センター 窓口 7番）

障がいのある方を対象としたNHK 放送受信料免除制度のお知らせ

　町では、冬の暖房に使用する灯油代などの負

担を少しでも軽減できるように、福祉灯油とし

て暖房費の一部を助成します。

⃝支給の対象世帯

①高齢者世帯

　�住民税非課税世帯のうち世帯全員が 65 歳以

上の方（昭和 36 年 3 月 31 日以前に生まれた

方）で構成された世帯で、かつ 70 歳以上の

方（昭和 31 年 3 月 31 日以前に生まれた方）

が 1人以上いる世帯

②障がいのある方のいる世帯

　�住民税非課税世帯であって、次の条件に該当

する世帯

・�身体障害者手帳 1級または 2級をお持ちの方

のいる世帯

・療育手帳をお持ちの方のいる世帯

・�精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のいる

世帯

・特別児童扶養手当を受給している世帯

・障害年金を受給している方のいる世帯

③�児童扶養手当を受給している世帯で、住民税

非課税世帯

④生活保護世帯

⑤上記と同様であると認められる世帯

※�社会福祉施設（静寿園など）に入所されてい

る方は対象となりません。

⃝助成額　1世帯当たり 1万 1,000 円

⃝申請方法

　福祉保健課社会福祉係までお越しください

※�振り込みを希望する金

融機関の通帳（写）を

ご持参ください。

⃝申請期限　2月 20 日㈮

福祉灯油の支給　～暖房費の一部を助成～


